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齢
が

大
幅
に
拡
大
し
て
い
ま
す
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ひ
ご
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。
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２
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Ｆ
Ｋ
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デ
ィ
ン
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ス
生
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学
習
セ
ン
タ
ー
き
ら
ん
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の
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・
矯
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科
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談
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う
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掃
指
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ッ
化
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塗
布
、
摂
食
・
嚥え

ん
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相

談
、
ポ
ス
タ
ー
・
口
腔
ケ
ア
グ
ッ

ズ
の
展
示
な
ど

問
　
室
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歯
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医
師
会
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☎
㊸
３
５
２
２
）

生
活
習
慣
病
予
防
健
診
の
ご
案
内

歯
と
口
の
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康
週
間
イ
ベ
ン
ト

～
き
れ
い
な
歯
・
一
生
つ
き
あ
う
・

�

パ
ー
ト
ナ
ー
～

区分 所得税（国税） 個人住民税（地方税）

対象者 令和６年分の合計所得金額が1,805万円以
下である方

令和５年中の合計所得金額が1,805万円以
下で、所得割額が課税されている方

定額減税
の額

納税者および配偶者を含む扶養親族（国外
居住者を除く）１人につき３万円
※�配偶者と子２人を扶養している場合、減
税額の合計は12万円となります。

納税者および配偶者を含む扶養親族（国外
居住者を除く）１人につき１万円
※�配偶者と子２人を扶養している場合、減
税額の合計は４万円となります。

実施の
時期・方法

給与所得者（会社員）の場合
６月１日以後最初に源泉徴収される所得税
から順次控除 特

別
徴
収

給与から天引きの場合
定額減税後の税額を７月分から翌年５
月分までの11回で天引き

公的年金などの受給者の場合
６月１日以後最初に源泉徴収される所得税
から順次控除

公的年金などから天引きの場合
10月支払分の年金より天引きされる所
得割額から順次控除

事業所得者などの場合
原則、令和６年分の所得税の確定申告の際
の所得税額から控除

普
通
徴
収

納付書払い・口座振替の場合
第１期分（６月分）の税額から順次控
除

減税しきれない
と見込まれる方
への給付金　　
（調整給付）

　定額減税の額が、定額減税を行う前の所得税額や個人住民税所得割額を上回ることで、
定額減税しきれない事案が見込まれます。この場合は、個人住民税を課税する市区町村が
定額減税しきれない差額を国の示す計算方法に基づき給付することとなります。
※この給付の対象となる方には、７月ごろを目途に給付を開始する予定です。

所管官庁 国税庁（税務署） 市区町村の役所（場）

所得税および個人住民税（市・道民税）の定額減税の概要

　令和５年12月22日に閣議決定された『令和６年度税制改正の大綱』において、賃金上昇が昨今の物価
高に追い付いていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却の一時的な措置として、令和６年分の所
得税と令和６年度の個人住民税（市・道民税）について定額減税が行われることになりました。このた
びの定額減税の概要は次のとおりです。

※詳しい制度の内容は、国税庁ホームページ、市公式ウェブサイトをご確認ください。

問い合わせ　税務グループ（☎�１１５５）

◀�

国
税
庁�

ホ
ー
ム�

ペ
ー
ジ

◀�

市
公
式�

ウ
ェ
ブ�

サ
イ
ト
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中
の
『
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プ
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の
略
で
す

『
問
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https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/index.htm
https://www.city.noboribetsu.lg.jp/docs/2024032800160/

